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治
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一

第
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郵
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比
ロ

O O
航
空
機
局
が
送
り
及
び
受
け
る
こ
と
が
で

1I 

O
件
(
同
五
四
九
)

設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
三
の
五
に
規
定
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す
る
無
線
設
備
の
技
術
的
条
件
を
定
め
る

件
の

一
部
を
改
正
す
る
件
(
同
五
五

周
波
数
割
当
計
画
を
定
め
る
件
の

一
部
を

安
更
す
る
件
(
同
五
五
二

隙
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
第
二
十
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公

二
月
一二
十
一
日

物

認

可

�

 

O


道
路
に
関
す
る
件

1111 111 

(号外)
独立行政法人国立印刷局� 

O
(
北
陸
地
方
整
備
局

一
�
 

道
路
に
関
す
る
件

(
中
部
地
方
整
備
局
一
五
九
)

土
地
収
用
法
の
規
定
に
基
づ
き
事
業
の
認

定
を
し
た
件
(
近
畿
地
方
整
備
局
二
八
六
)
�
 

道
路
に
関
す
る
件

(
中
園
地
方
整
備
局
一
九
五
)

道
路
に
関
す
る
件

(
田
園
地
方
整
備
局
一
二
六
)


道
路
に
関
す
る
件


(
九
州
地
方
整
備
局

一
七

一
、
�
 

道
路
に
関
す
る
件

O O O

、、，〆

。
総
務
省
令
第
百
六
十
四
号

電
波
法
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
)
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、

規
則
等
の

一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

平
成
二
十
二
一
年
十
二
月
上
六
日

電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

る。

総
務
大
臣
川
端

(
電
波
法
施
行
規
則
の

一
部
改
正
)

第
一
条
電
波
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員」

ノ会
規
則
第
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

MH

「

第
十
二
条
第
九
項
の
表
中

一又
ま
四
ー

に
改
め
る

第
三
十
六
条
の
二
第
一
項
第
五
号
中

四
�
 六・

O

O

Z

「

を

一、
四
�
 ぺ・

O

O

ヲ
�
 

宍ノ
・
�
 三
七
�
 

ιu

若
し
く
ま
四
�
 ぺ
・
�
 

「
�
 

四
日
に
改
め
、
同

」

号
却
中
及
び
四
�
 ベ・
�
 

(

ノ

 

7

V

/

M
三
七
�
 

M

O

O
O

O
O

ヲ

三
七
日
又
は
四

O

M L
U

一
七
二
)

「

一
二
七
日
を
、
四

Z

ブ1.

「
�
 

令'〕� 

を
改
正
す
る

不
)

き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
電
波
を
定
め
る
等

の
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
�
 

(総
務
五
四
八
)

衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
の
技
術

的
条
件
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る

」
MHZ

」
�
 

「

を
、
四

(
北
海
道
開
発
局
一

五

一
一
ムハ)

六・

O

」
MHZ

」
MHZ

〔官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

北
陸
地
方
整
備
局
公
示
(
北
陸
地
方
整
備
局
)

国
家
試
験

土
地
家
屋
調
査
土
試
験
合
格
者
(
法
務
省
)

平
成
二
十
三
年
度
秋
期
情
報
処
理
技
術
者
試

験
合
格
者
(
経
済
産
業
省
)

比
同
〕

諸

事

項

七
�
 又
は
四
�
 

「

を

、

四

」

/

�

 

第
二
条
無
線
局
免
許
手
続
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
五
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

切
�
 

O

C
3
.
0
ω

O
H	

H

四	 

ぺ
・
ノ
�
 

三
七
�
 

三
七国

y別
表
第
二
号
の
三
第
3
の
様
式
幻
の
欄
中
「
口
ι
8
.

て
・
�
 

三
七
�
 

O
H

O O
O

MHZ O

六・

O

「
�
 

四
�
 
に
改
め
、
同
口
守
山
中
及
、
び
四

」
に
改
め
る
�
 

4J

(
A

M

o
 

無
線
局
免
許
手
続
規
則
の

一
部
改
正
)

す
る
。

「

を

、

四

「

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中
又
ま
四
7V六

・

O

宍・

O

三
七

O

」
�
 

ブ1.

別
表
第
二
号
第
�
 
3
の
様
式
加
の
欄
中
「
口
�
 

斗

富
田
�
 
日
三
」
を

「正� 

N

九
日
�
 

守
口
山

向田� 

ノス	
くつ

即

阿

目

ハ

N N

日
.
2
4〈

日

.
0
4〈
」

に
改
め
る
�
 
o
 

0ミ
富
国
�
 

改
め
る
。

」
を
「
二
�
 

向田� 

N

A
8
.cSF
N

O

裁
判
所

破
産
、
免
責
、

特
殊
法
人
等

間
の
変
更
関
係

地
方
公
共
団
体

示
(
財
務
・
農
林
水
産
・
経
済
産
業
一
五
)
 

行
旅
死
亡
人
関
係

道
路
に
関
す
る
件

会
社
そ
の
他

(
関
東
地
方
整
備
局
四
四

二
�
 四
四
九
)

会
社
決
算
公
告

(
無
線
局
運
用
規
則
の
一
部
改
正
)

よ
第
三
条

無
線
局
運
用
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
七
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る。

「

ヲ

「

ヴ	 

ヲ
�
 

司

第

七

十

八
条
の
二
第
二
項
中
一
又
ま
四	 

三
七

ー

ノ
O

/

M

M
O

L
U

↑
MHU

を
一
、
四
�
 
ぺ・

O

tu

又
は
四

H

再
生
関
係
�
 

に
改
め
る
。

(
無
線
機
器
型
式
検
定
規
則
の
一
部
改
正
)

第
四
条
無
線
機
器
型
式
検
定
規
則
(
昭
和
三
十
六
年
郵
政
省
令
第
四
十
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る。

i

l

別
表
第
一
号
の
表
船
舶
に
施
設
す
る
救
命

2
宮
司
�
 

用
の
無
線
設
備
の
機
器
の
項
条
件
の
欄
中
「
�
 

斗
富
山
�
 

2
・
�
 

A8.cω

・
一条
第
三
項
及
び
産
業
活
力
の
再
生
及
び

産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法

施
行
令
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
す
る
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
危

機
対
応
業
務
及
び
危
機
対
応
円
滑
化
業
務

の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
告

独
立
行
政
法
人
産
業
技
術
総
合
研
究
所
特

定
計
量
器
型
式
承
認
、
日
本
弁
護
士
連
合

品「

」
に
改
め
る
。
�
 

N

会
懲
戒
の
処
分
・
公
示
送
達
、
東
日
本
高

速
道
路
株
式
会
社
料
金
の
額
及
び
徴
収
期

(
施
行
期
日
)

-
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(
無
線
局
免
許
手
続
規
則
の

一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
)

2

船
舶
局

(
特
定
船
舶
局
を
除
く
。
)
及
び
船
舶
地
球
局
の
無
線
局
事
項
書
の
様
式
並
び
に
特
定
船
舶
局
、
遭
難
自
動

通
報
局
及
び
無
線
航
行
移
動
局
の
無
線
局
事
項
書
及
び
工
事
設
計
書
の
様
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
無
線

一

か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
は
、	

な
お
従
前
の
様
式
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る

。

一

八一一
八
三

八
五

局
免
許
手
続
規
則
別
表
第
二
号
第
3
及
び
別
表
第
二
号
の
三
第
3
の
様
式
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日

一

六

・
�
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O
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行

達
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�
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三
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日
及
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四
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�
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O
総
務
省
告
示
第
五
百
五
十
一
号

O
総
務
省
告
示
第
五
百
四
十
九
号

山
一

め
る
。 

3
一

織
の
機
器
に
係
る
第
四
条
第

一
項
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る。
 

7
一
5

総
務
大
臣
は
、
と
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
な
さ
れ
て
い
る
、
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
四 

六
・ 

0 

2
一
一
一
七
即
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
及
び
航
空
機
用
救
命
無
線
機
の
機
器
に
係

第

一

加

外

一

る

申
請
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
型
式
検
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
場
合
に
お
い
て
、

山

一

新
規
則
別
表
第

一
号
中
よ

8
・2
富
国 
N

」
と
あ
る
の
は、「 

8
2
ω
之
宮
司 

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

一

川

川

川

告

示

川

川

O

O

「

ワ

b

O

生
及
び
産
業
活
動
の
革
新
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令

(
平
成
十
一
年
政
令
第
二
百
五
十
八
号
)
第
九
条
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

指
定
金
融
機
関
が
危
機
対
応
業
務
を
行
う
こ
と
が
必
要
で

一 

総
務
省
告
示
第
五
百
四
十
八
号

あ
る
旨
の
認
定
を
行
い
、
危
機
対
応
業
務
及
び
危
機
対
応

円
滑
化
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
た
の

O

財

務

省

で
、
平
成
二
十
三
年
十
月
農
林
水
産
省
告
示
第
十
三
号
の

経
済
産
業
省

O

全
部
を
次
の
と
お
り
改
正
し
、
告
示
す
る
。

第
一
一
項
の
表

一
の
項
中
又
は
四 

六
・ 

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

財

務

大

臣

安

住

淳

農
林
水
産
大
臣
鹿
野
道
彦

経
済
産
業
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

細

野

豪

志

仰

一
項
第
五
勾
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
十
七
年
総
務
省
告
示
第
千
二
百
二
十
五
号
(
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
の

目
次

技
術
的
条
件
を
定
め
る
件
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る。

第
一
章

対
象
事
案
及
び
実
施
期
間
(
第

一
条
・
第
二

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

久
木
)

東
日
本
大
震
災
に
関
す
る
事
案
(
第
三
条

第
二
項
第

一
口
可
中
一

又
は
四 

四 

六

・ 

三
七 

第
八
条
)

第
三
章
災
害
等
に
係
る
事
案
(
第
九
条
第
十
三
条
)

第
四
章
雑
則
(
第
十
四
条
第
十
六
条
)

第

一

章

対

象
事
案
及
び
実
施
期
間

(
対
象
と
す
べ
き
事
案
)

第
一
条
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
(
平
成
十
九

年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下

「法
」
と
い
う
。
)
第
二
十

2
一一
3

放
命
無
線
機
の
機
器
の
型
式
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
検
定
規
則
(
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
)
の
規
定
に

一

よ
る
倒
式
検
定
に
合
格
し
た
も
の
と
み
な
す
。

A
A

一
4 

検出時四倍
の
製
造
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
平
成
二
十
三
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
新

一 

幻一 
一
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
四 

六
・ 

Z

O
総
務
省
告
示
第
五
百
五
十
号

無
線
設
備
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
)
第
四
十
五
条
の 
=

づ
き
、

一
平
成
十
八
年
総
務
省
告
一
不
第
六
百
七
号
(
設
備
規
則
第
四
十
五
条
の
三
の
五
に
規
定
す
る
無
線
設
備
の
技
術
的

条
件
を
定
め
る
件
)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

「 

第
五
項
中

一又
は
阿 
O
六
・ 

O

M

二
一七
日
を
一
、

」
Z

「

四� 

O 
ノ、� 

O 

七� 
MHz 
又
は
四� 
O 
ノ、

(
無
線
機
怒
型
式
検
定
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
)

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
型
式
検
定
合
格
の
効
力
を
有
す
る
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標
識
及
び
航
空
機
用

「 

O
六
・

O
O
一二七 OO

q
b

三
七
附

」

MH
」 

「

を

一 

三
七
日
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
す
る
衛
星
非
常
用
位
置
指
示
無
線
標

M 

「

を
、

四� 

O 
/、 

N
O 

Hqiu

又
は
四 

七� 
MHz 

総
務
大
臣

総
務

文総

O
六
・ 

O は務
一の
五
第
四
号
の
規
定
に
基

四 大� 
MHz臣

四大�  
O
/、 

臣

O

M
四
日

に
改
め
る
。 

」

川
端

達
夫� 

に
改
め
る
。

川
端

)11 
μ而

達
夫

Ou
ゅ
'

四� 
MHz達
」夫

改

達
夫

改
め
る
。

財

務

省

農
林
水
産
省
告
示
第
十
五
号

経
済
産
業
省

O
「一皇 さ汀

「

第
12

応
一
円
滑
化
業
務
の
対
象
と
す
べ
き
事
案
は
、
次
に
定
め

る
も
の
と
す
る
。

二
条
第

一
項
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規
定
す
る
危
機
対
応
業
務
及
び
危
機
対

第
二
章

ア，ζ� 
司さパの
同士;I第
ミ� 12

表
中建

咽
』
諸
問
畑 

恭翠世間山
間
(
』
宮
き
ず

(
H
A
E

凶
弾
せ
町
吋
感
)

サ

司

『
)

A
V

民自
主苦� E軍
司1当l 
i障;曹
慈君主
蕩皇軍
慈雲寺
適温�  

2EE害対t士
会還に主〉住� 

除
染
瀞
漆
道
(
世
田
知
合
同
薄
商
副
作
靖
怒
沼
議
運
)
一
日
町
浜
糠
書
道
(
持
日
出
刑
事
両
国
高
効
滞
鐙
羽
訟
適 
)

一回
 

q
l
薄
灘
漆
適
(
苗
耳
畑
得
湾
高
知
兼
骨
密
鶏 

出向
鴻
議
迫
(京
阪
昨
同
窓
認
知
浦
意
義
建
ヨ
)
一
港
返 

∞呂
田 

埜
町
出
ペ
託 
d

寸
宮
出 

C

同
町
三
甲山
 

一
品
古
田

一
富
国
立
円
扇
か

N
'

C
E
C
U

一

。

一

l

E
N)
y
S

1吟
薄〉体
出量 出幸
吉評議
迅速

豪華苦
闘阪
湾~

~"--' ! 糠
~>建議
出� δ線道� 
N n時 閣 (

出孟這霊� 
:;:r¥0 己記。-""門 
Zザ詰霊� 
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川

一

泡
波
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
)
第
十
二
条
第
十

一
項
の
規
定
に
基
づ
き、

一
附
和
四
十
四
年
郵
政
省
告
示
第
五
百
十
三
号
(
航
空
機
局
が
送
り
及
び
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
電
波

を
定
め
る
等
の
件
)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

川
端

無
線
設
備
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
)
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項
第
五
号
及
び
第
二

泊
波
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一

号
)
第
二
十
六
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
周
波
数
割
当
計
画
(
平

成
二
十
年
総
務
省
告
示
第
七
百
十
四
号
)
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

平
成
二
十
三
年
十
二
月
十
六
日

総
務
大
臣 

室
同

同町
田
』
白
叶

株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
法
(
平
成
十
九
年
法
律

第
五
十
七
号
)
第
二
十
二
条
第
三
項
及
び
産
業
活
力
の
再

一

法
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行

う
た
め
に
株
式
会
社
日
本
政
策
金
融
公
庫
(
以
下
「
公

庫
」
と
い
う
。
)
が
設
置
す
る
東
日
本
大
震
災
に
関
す

る
特
別
相
談
窓
口
に
係
る
事
案
(
以
下
「
東
日
本
大

震
災
に
関
す
る
事
案
」

と
い
う
。 

)

二

法
第
十
一
条
第

一
項
各
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行

う
た
め
に
公
庫
が
設
置
す
る
次
の
相
談
窓
口
に
係
る

事
案

イ

災
害
救
助
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八

号
)
第
二
条
の
災
害
に
関
す
る
特
別
相
談
窓
口

日

露

島
山
(
新
燃
岳
)
噴
火
に
関
す
る
特
別
相
談

窓
口

三

法
第
十

一
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
業
務
を
行

う
た
め
に
公
庫
が
設
置
す
る
次
の
相
談
窓
口
に
係
る

事
案

イ

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
関
連
特
別
相
談

容
ω
口

口

「

生
活
対
策
」
中
小
企
業
金
融
緊
急
特
別
相
談

宮
山
口

ハ

建

築
関
連
中
小
企
業
者
対
策
特
別
相
談
窓
口

ニ

ガ

ソ
リ
ン
・
軽
油
販
売
関
連
中
小
企
業
金
融
支

援
対
策
特
別
相
談
窓
口

ホ
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
関
連
中
小
企
業
金
融
支

援
対
策
特
別
相
談
窓
口

ヘ

口

蹄
疫
に
関
す
る
中
小
企
業
支
援
対
策
特
別
相

談
窓
口

ト

円

高

等

対
策
特
別
相
談
窓
口

チ
日
本
振
興
銀
行
株
式
会
社
関
連
特
別
相
談
窓
口

リ

株
式
会
社
武
富
士
関
連
特
別
相
談
窓
口

ヌ
平
成
二
十
三
年
タ
イ
洪
水
被
害
に
関
す
る
特
別

相
談
窓
口


(
実
施
期
間
)


第

二

条

法

第
二
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
危
機
対
応

業
務
及
び
危
機
対
応
円
滑
化
業
務
と
し
て
実
施
す
る
期

間
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十

一
日
ま
で

と
す
る
。
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